（R6　教育合同　賃金改善等）

項目２

○　給料表の改定については、基本的に本府人事委員会の勧告を踏まえて行っており、その取扱いについては、国、他府県の動向や本府の財政状況等を総合的に勘案しなければならないと考えている。
